
一般競争入札の実施について（公告）

下記のとおり一般競争入札を行いますので、魚沼市財務規則（平成１６年魚沼市規則第４９号。

以下「財務規則」という。）第１３８条の規定に基づき公告します。

令和４年９月１６日

魚沼市長 内 田 幹 夫

１ 入札に付する事項等

(1) 番 号 4魚建第 12 号

(2) 件 名 市道伊勢島本線道路改良第３次工事

(3) 履行場所 魚沼市 虫野 地内

(4) 履行期間 １６０ 日間

(5) 概 要 施工延長Ｌ＝64.3ｍ 幅員Ｗ＝5.5(6.5)m 歩道 2.5m

土工一式、擁壁工 Ｌ＝24.5ｍ

排水構造物工 Ｌ＝60.1ｍ、集水桝工 Ｎ＝4基

舗装工 Ａ＝209.3ｍ2、縁石工 Ｌ＝58.8ｍ

防護柵工 Ｌ＝54.0ｍ、階段工 Ｎ＝1箇所

(6) 入札日時 令和４年９月２９日（木） 午前９時５０分

(7) 入札場所 魚沼市役所 本庁舎（３０３会議室）

(8) 設計図書 別添設計図書のとおり

(9) 予定価格 事後公表

(10) 制限価格 あり

(11) 入札保証金 免除（財務規則第１２８条第２号）

(12) 契約保証金 契約金額の１０％に相当する額

（財務規則第１２９条の規定により免除される場合があります。）

(13) 代金の支払 ①前金払 できる

②中間前金払 できる

③部分払 できる

※契約締結時に「中間前金払」か「部分払」を選択していただきます。

中間前金払と部分払は合わせて請求できませんのでご注意願います。

(14) 工事費内訳書の提出 全入札参加者が入札終了後直ちに提出

（工事費内訳書は、両面印刷していただいて結構です。）



２ 入札参加資格要件

注） 入札参加資格は、入札参加申込日から入札日までの間において、上記の要件をすべて満

たすものとします。

３ 入札参加の手続

(1) 入札参加申請 一般競争入札参加申請書を１部提出（持参）してください。

(2) 提 出 先 〒946-8601 魚沼市小出島９１０番地

魚沼市役所 総務政策部財務課契約係（本庁舎、℡025-792-9205）

(3) 入札参加申請期限 令和４年９月２１日（水）

(4) 受 付 期 間 入札公告の日から入札参加申請期限（土・日曜日、祝日を除く。）の午

前８時３０分から午後５時まで

(5) 入札参加資格の決定

① 入札には、入札参加資格審査の結果、資格を有すると認められる場合に参加できます。

資格を有しない場合のみ令和４年９月２７日（火）までに書面で通知します。（資格

を有する場合は、特に通知をしませんので申請どおり入札に参加してください。）

② 入札参加者名は、入札終了後まで公表しませんので留意願います。

４ その他

(1) 入札書記載金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100

分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とす

るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免

税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100

(1) 単体又は企業体の別 単体

(2) 工種 土木一式工事

(3) 格付又は評点 ・魚沼市建設工事入札参加資格審査規程（平成１６年魚沼市

告示第６２号。以下｢審査規程｣という。）第６条に規定する経

営事項審査により算定された土木一式工事における総合評定

値に基づく評定値の区分に応じた等級が、Ａ等級、Ｂ等級又

はＣ等級であるもの

(4) 営業拠点 建設業法第３条第１項に規定する営業所の本店が魚沼市内に

所在するもの

(5) 実績要件 ―

(6) 配置技術者 建設業法第２６条による。

(7) 共通事項 審査規程第２条第１項の規定に基づき競争入札等の参加資格

が認められたもので、同条第２項各号に該当しないもの

(8) その他 ―



に相当する金額を入札書に記載してください。

(2) 落札者の決定 予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込

みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とし

ます。 ただし、落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あ

るときは、くじ引きにより落札者を決定します。

(3) 入札時の注意事項

① 入札書は、入札場所において直接提出（郵送不可）してください。

② 入札参加申請後であっても、入札を辞退できます。この場合は、書面で届け出てくだ

さい。

③ 代表者は名刺を提出してください。

④ 代理人出席の場合は、委任状を提出してください。

⑤ 本件は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第２項の規

定に基づき最低制限価格を設定してありますので、最低制限価格未満の入札は無効とし

ます。この場合において、無効入札をした者は、再入札に加わることはできません。

⑥ 本公告に示した入札参加資格の無い者がした入札等、財務規則第１４８条に規定する

入札は無効とし、当該入札をした者は、再入札に加わることはできません。

⑦ 入札に当たっては、関係法令及び魚沼市財務規則を遵守してください。

⑧ 入札で落札者がない場合、１回に限り再入札を行います。再入札においても落札者が

ない場合、予定価格と最低入札者の価格の差が僅少のときは、最低入札者と協議のうえ

随意契約を締結する場合があります。

⑨ 入札書用封筒は省略していただいて結構です。

(4) 設計図書に関する質問及びその回答

① 設計図書等について質問がある場合は、市のホームページから質問書をダウンロード

していただき、照会先へ照会期限までにＦＡＸ等で提出してください。

② 照会期限 令和４年９月２２日（木） 午後５時まで

③ 照 会 先 産業経済部建設課工務係（本庁舎）

電話：025-793-7990 FAX：025-793-1016

※質問書には必ずＦＡＸ番号等連絡先を記載してください。

④ 回 答 受け付けた質問と回答については、令和４年９月２６日（月）

午後５時までに全入札参加申請者へＦＡＸ等で送付いたします。

(5) その他

① 下請契約等における市内業者への優先発注等について

市では、かねてより建設工事等の発注に当たって、地域経済の活性化及び市内業者の

育成・振興と地域雇用の確保を図っているところです。

つきましては、本件入札参加者におかれましては、下記事項に特段のご配慮をお願い

いたします。

ア 下請発注における市内業者の活用



下請発注においては、市内業者を優先して活用するよう努めてください。

イ 下請発注における建設業法等の関係法令の遵守

下請発注においては、適正な価格で契約するとともに、下請代金を適正な期間内

に支払うことなど、建設業法等の関連法令を遵守してください。

ウ 建設資材の購入や建設機器を借入れする場合

施工に必要な建設資材の購入や建設機械を借入れする場合などは、市内業者を優

先して活用するよう努めてください。


